
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

労

働

雇

用

政

策

課

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

〃

正

○

県

営

住

宅

の

整

備

基

準

に

係

る

知

事

が

定

め

る

住

宅

課

措

置

の

一

部

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

岡

山

県

公

報

令和４年９月２２日 第１２４３３号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
五
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
労
働
雇
用
政
策
課
の
部
中

の
項
を

の
項
と
し
、
３
の
項
か
ら
９
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
２
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

10

11

（

（

3
7

）

○

３
労
働
者
協
同
組
合
法

令
和

１
役
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任

第
条
第
２
項

２
年
法
律
第

号
の
施
行
に

7
8

）

（

6
0

）

○

関
す
る
事
務

２
総
会
の
招
集
の
承
認

第
条

（

9
4

○

３
特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
認
定
及
び
認
定
の
取
消
し

第
条
の
３

第
，

9
4

1
9

）

条
の

第
１
項

第
２
項

，

（

9
4

）

○

４
３
の
認
定
に
係
る
欠
格
事
由
に
関
す
る
意
見
聴
取

第
条
の
６

（

94

○

５
特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
所
在
場
所
の
変
更
の
認
定

第
条
の
９
第
１

）

項

（

1
2
7

）

○

６
労
働
者
協
同
組
合
に
対
す
る
措
置
命
令

第
条
第
１
項

○

７
労
働
者
協
同
組
合
に
対
す
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
又
は
役

（

1
2
7

）
員
の
改
選
命
令

第
条
第
２
項

（

1
2
7

）

○

８
労
働
者
協
同
組
合
に
対
す
る
解
散
命
令

第
条
第
３
項（

1
2
8

）

○

９
労
働
者
協
同
組
合
等
の
欠
格
事
由
に
関
す
る
意
見
聴
取

第
条

1
0

○

組
織
変
更
後
組
合
の
行
う
事
業
が
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
に
該
当

（

）

す
る
こ
と
の
確
認
及
び
確
認
の
取
消
し
附
則
第

条
第
２
項

第
３
項

2
0

，

1
1

（

2
4

）

○

特
定
残
余
財
産
の
帰
属
に
関
す
る
確
認

附
則
第

条
第
２
項
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1
2

（

○

決
算
関
係
書
類
等
の
提
出
の
延
期
の
審
査
及
び
承
認

労
働
者
協
同
組
合

法
施
行
規
則

令
和
４
年
厚
生
労
働
省
令
第

号
以
下
こ
の
項
に
お
い

（

8
9

。

「

」

）

8
4

）

て
省
令

と
い
う

第
条
第
２
項

第
４
項

。

，

1
3

○

組
織
変
更
時
財
産
額
に
係
る
使
用
状
況
の
報
告
に
関
す
る
書
類
の
提
出
の

（

）

延
期
の
審
査
及
び
承
認

省
令
附
則
第
９
条
第
２
項

第
４
項

，

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年９月２２日　岡山県公報　第１２４３３号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

別
表
産
業
労
働
部
の
部
労
働
雇
用
政
策
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
六
ず
つ
繰
り
下
げ
、
７
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

15

21

１

14

１
労
働
者
協
同
組
合
法

令
和
２
年
法
律
第

号
第

条
組
合
員
に
よ
る
臨
時
総
会
の
招
集
の
承
認

日

（

7
8

）

6
0

1
0

２
労
働
者
協
同
組
合
法
第

条
の
３

特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
認
定

日
9
4

3
0

３
日

労
働
者
協
同
組
合
法
第

条
の
９
第
１
項

特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
所
在
場
所
の
変
更
の
認

9
4

3
0

定

４
日

労
働
者
協
同
組
合
法
附
則
第

条
第
２
項

組
織
変
更
後
組
合
の
行
う
事
業
が
特
定
非
営
利
活

2
0

10
動
に
係
る
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
の
確
認

５
日

労
働
者
協
同
組
合
法
施
行
規
則

令
和
４
年
厚
生
労
働
省
令
第

決
算
関
係
書
類
等
の
提
出
の
延
期
の
承
認

（
8
9

1
0

号
第

条
第
２
項

）

8
4

６
日

労
働
者
協
同
組
合
法
施
行
規
則
附
則
第
９
条
第
２
項

組
織
変
更
時
財
産
額
に
係
る
使
用
状
況
の
報
告
に

1
0

関
す
る
書
類
の
提
出
の
延
期
の
承
認

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
号

平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
号
（
県
営
住
宅
の
整
備
基
準
に
係
る
知
事
が
定
め
る
措
置
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一
中
「
措
置
は

」
の
下
に
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十

、

八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

）
第
十
条
第
二
号
イ
の
基
準

。

（
た
だ
し
、
公
営
住
宅
の
借
上
げ
の
場
合
は
省
令
第
一
条
第
二
号
イ
の
基
準
、
こ
れ
ら
に
よ
り
難
い
場

合
は
」
を
加
え

「
の
基
準
」
を
「
の
基
準

」
に
改
め
る
。

、

）

五
中
「
第
一
条
各
号
」
の
下
に
「

第
十
号
を
除
く

」
を
加
え
る
。

（

。
）

六
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
建
築
主
等
及
び
特
定
建
築
物
の
所
有
者
の
判
断
の

基
準
（
平
成
二
十
五
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
一
号
）
Ⅰ
の
第
２
の
２
の
基
準
を
満
た
す

こ
と
と
な
る
」
を
「
省
令
第
十
条
第
二
号
ロ
の
基
準
（
た
だ
し
、
公
営
住
宅
の
借
上
げ
の
場
合
は
省
令

第
一
条
第
二
号
ロ
の
基
準
）
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
措
置
及
び
気
候
風
土
や
高
層
等
に
よ
り
合
理
的
な

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
が
困
難
で
あ
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除

、

（

。
）

」

き

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置

敷
地
内
に
設
置
し
た
太
陽
光
発
電
設
備
の
活
用
も
含
む

を
行
う

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

真
庭
郡
新
庄
村
字
滝
谷
一
六
七
一
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
滝
谷
一
六
七
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

庄
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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〔
四
七
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
清
音
柿
木
字
般
若
寺
四
五
八
―
一
八
、
四
五
八
―
二
三
、
四
五
八
―
二
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
中
島
一
五
六
二
―
一
三 

板
谷 

 

竜 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
九
号 
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〔
四
七
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

岡
山
県
警
察
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の

か
月
特
別
点
検
、
整
備
及
び
修
理

12

二

契
約
期
間

令
和
四
年
九
月
八
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
九
月
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

朝
日
航
洋
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
三
番
八
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

九
一

九
二
七

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八

三
五
七

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
七
月
十
五
日
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